
省

令

第
五
条
の
表
中

「
五
の
二

第
二
条
第
五
号
の
二
の
オ
フ
セ
ッ
ト
前
面
衝
突
時
の
乗
員
保
護
装

置

第
九
十
四
号
改
訂
版

」
を

「
五
の
二

第
二
条
第
五
号
の
二
の
制
動
装
置

第
七
十
八
号
第
三
改
訂
版

五
の
三

第
二
条
第
五
号
の
三
の
オ
フ
セ
ッ
ト
前
面
衝
突
時
の
乗
員
保
護
装

置

第
九
十
四
号
改
訂
版

」 に
、

「
十
五

第
二
条
第
十
六
号
の
乗
降
口
の
扉
の
開
放
防
止
装
置

第
十
一
号
第
二
改
訂
版

」
を

平成˜ 年�月™ 日 金曜日 (号外第˜›™号)官 報

第
三
十
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

制
動
灯
を
緊
急
制
動
表
示
灯
（
急
激
な
減
速
時
に
灯
火
装
置
を
点
滅
さ
せ
る
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
し

て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
間
、
当
該
制
動
灯
に
つ
い
て
は
第
二
項
及
び
第
三
項
の
基
準
は
適
用
し
な

い
。

第
三
十
九
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

補
助
制
動
灯
を
緊
急
制
動
表
示
灯
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
間
、
当
該
補
助
制
動
灯
に
つ
い

て
は
第
二
項
及
び
第
三
項
の
基
準
は
適
用
し
な
い
。

第
四
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

方
向
指
示
器
を
緊
急
制
動
表
示
灯
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
間
、
当
該
方
向
指
示
器
に
つ
い

て
は
第
二
項
及
び
第
三
項
の
基
準
は
適
用
し
な
い
。

第
四
十
一
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

補
助
方
向
指
示
器
を
緊
急
制
動
表
示
灯
と
し
て
使
用
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
間
、
当
該
補
助
方
向
指
示

器
に
つ
い
て
は
第
二
項
及
び
第
三
項
の
基
準
は
適
用
し
な
い
。

第
四
十
一
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
緊
急
制
動
表
示
灯
）

第
四
十
一
条
の
四

自
動
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
小
型
特

殊
自
動
車
並
び
に
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
を
除
く
。）に
は
、
緊
急
制
動
表
示
灯
を
備
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

緊
急
制
動
表
示
灯
と
し
て
使
用
す
る
灯
火
装
置
は
、
制
動
灯
、
補
助
制
動
灯
、
方
向
指
示
器
又
は
補
助
方
向
指

示
器
と
す
る
。

３

緊
急
制
動
表
示
灯
は
、
自
動
車
の
後
方
に
あ
る
交
通
に
当
該
自
動
車
が
急
激
に
減
速
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
こ

と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、
灯
光
の
色
、
明
る
さ
等
に
関
し
告

示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

緊
急
制
動
表
示
灯
は
、
そ
の
性
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
取
付
位
置
、
取
付
方
法
等
に
関
し
告
示
で

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
第
一
項
中
「
規
定
」
の
下
に
「
及
び
こ
れ
に
基
づ

く
告
示
」
を
加
え
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

12

国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
（
一
時
抹
消
登
録
を
受
け
た
も
の
及
び
法
第
六
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
自
動
車
検
査
証
が
返
納
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
新
規
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
に
適

用
さ
れ
る
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
一
条
の
二

第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は

第
三
項
、
第
十
七
条
の
二
第
二
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
十
八
条
の
二

第
三
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十

二
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
若
し
く
は
第
三

項
、
第
二
十
五
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
三
十
二
条
第
八
項
若
し
く
は
第
九

項
、
第
四
十
三
条
の
五
第
二
項
、
第
四
十
五
条
第
三
項
又
は
第
五
十
条
の
基
準
（
同
令
第
五
十
八
条
の
規
定
に
基

づ
く
告
示
に
よ
り
こ
れ
ら
の
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
こ
れ
ら
の
基
準

に
代
え
て
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
当
該
告
示
に
定
め
る
基
準
）
の
う
ち
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
装
置
型
式
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
号
中
「
側
車
付
二
輪
自
動
車
」
の
下
に
「
、
三
輪
自
動
車
」
を
加
え
、
同
条
中
第
五
号
の
二
を
第
五

号
の
三
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

法
第
四
十
一
条
第
四
号
の
制
動
装
置
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
及
び
三
輪
自
動
車
に
備
え

る
も
の
に
限
る
。）

第
二
条
第
十
九
号
中
「
前
照
灯
」
の
下
に「（
配
光
可
変
型
前
照
灯
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

十
九
の
二

法
第
四
十
一
条
第
十
三
号
の
灯
火
装
置
の
う
ち
前
照
灯
（
配
光
可
変
型
前
照
灯
に
限
る
。）

〇
国
土
交
通
省
令
第
六
十
八
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
四
十
一
条
（
同
法
第
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、
第
五
十
八
条
の
二
、
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
項
並
び
に
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

冬
柴

鐵
三

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
改
正
）

第
一
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
六
十
七
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
装
置
と
同
等
の
性
能
を
有
す
る
配
光
可
変
型
前
照
灯
（
夜
間
の
走
行
状
態
に
応
じ
て
、
自
動
的

に
照
射
光
線
の
光
度
及
び
そ
の
方
向
の
空
間
的
な
分
布
を
調
整
で
き
る
前
照
灯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
備
え
る

自
動
車
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
三
十
二
条
第
四
項
中
「
た
だ
し
、」の
下
に
「
配
光
可
変
型
前
照
灯
又
は
」
を
加
え
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十

三
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
自
動
車
に
備
え
る
前
照
灯
」
を
「
配
光
可
変

型
前
照
灯（
当
該
灯
火
装
置
の
光
源
か
ら
出
さ
れ
る
光
の
総
量
等
が
告
示
で
定
め
る
性
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。）」

に
、「
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」を
「
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第

七
項
中
「
及
び
す
れ
違
い
用
前
照
灯
」
を
「
、
す
れ
違
い
用
前
照
灯
及
び
配
光
可
変
型
前
照
灯
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

７

自
動
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
被
牽
引
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
小
型

特
殊
自
動
車
並
び
に
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
を
除
く
。）の
前
面
に
は
、
配
光
可
変
型
前
照
灯
を

備
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

配
光
可
変
型
前
照
灯
は
、
自
動
車
の
前
方
に
あ
る
交
通
上
の
障
害
物
を
確
認
で
き
、
か
つ
、
必
要
な
場
合
に
あ

つ
て
は
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、
灯
光
の
色
、
明
る
さ
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

配
光
可
変
型
前
照
灯
は
、
そ
の
性
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
取
付
位
置
、
取
付
方
法
等
に
関
し
告
示

で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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